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県立病院総合医療情報システム更新事業に係る意見招請実施要領 

 

 

１ 実施趣旨 

山形県病院事業局では、令和８年に県立中央病院、県立新庄病院及び県立河北病院（以

下、３病院という。）の総合医療情報システムの更新を行うため、令和６年度に本事業に

係る調達を行います。 

調達に先立ち、業務仕様書（案）について、事業者の御意見及び御提案を頂き、公平公

正かつ質の高いシステム更新を行うため、意見招請を実施します。 

 

２ 対象事業名 

山形県立病院総合医療情報システム更新事業 

 

３ 実施期間 

令和６年５月 30日（木）から令和６年７月 26日（金）まで 

 

４ 意見を求める事項 

（１）業務仕様書（案）に対する意見等の提出 

業務仕様書（案）に対して意見等がある場合は「別紙様式１ 意見提供書」により提出

してください。 

 

（２）システム機能要件の対応可否の回答 

業務仕様書（案）のうち、「別紙２ 部門システム機能要件」の要求機能の各項目につ

いて、以下により回答してください。また、別紙２について（１）の意見等がある場合

は、別紙様式１によらず別紙２の備考欄に記入してください。 

回答 意味 備考欄への記入 

○ 
標準機能又は設定により対応可能（追

加費用無し） 
必要に応じて記入してください 

△ 
改修又は他社製品の導入により対応

可能（追加費用有り） 

対応内容を提示してください 

相当の追加費用を要する場合は金額

を明示してください 

× 対応不可 
提供できる代替機能や運用の提案が

あれば記入してください。 

※様式を改編せず Excelデータのまま提出してください。（行の追加削除、入替は不可） 

 

（３）事業に対する提案 

「別添 提案依頼事項」の各項目について、貴社が受注した場合の取組みを提案して

ください。提案様式は任意とします。 
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（４）提供予定のシステム一覧の提出 

提供予定の基幹システム及び部門システムについて、病院毎にシステム名及びメーカ

ー名を記したシステム一覧を提出してください。なお、様式は任意とします。 

 

（５）見積書の提出 

業務仕様書（案）の要件を満たしたうえで、（１）～（４）の意見を踏まえた見積書を

提出してください。 

ただし、見積金額は 54億 9900万円（税込）以内とし、（２）の「△」の数や「×」の

代替案等、及び（３）の提案内容を調整したうえで算出してください。 

また、見積書には次の表に倣った費用内訳を添付してください。 

  中央 

病院 

新庄 

病院 

河北 

病院 
合計 

① 
ソフトウェア費用（基幹システム）     

ソフトウェア費用（部門システム）     

② 
ハードウェア費用（サーバ類）     

ハードウェア費用（クライアント類）     

③ 作業費・その他費用     

④ 保守・運用費     

⑤ 合計     

 

５ 参加申込み 

（１）申請方法等 

意見招請への参加を希望する事業者は、「別紙様式２ 参加申請書」をメールにより提

出してください。 

３病院全体の意見招請ですが、河北病院に限る意見など１又は２つの病院のみを対象

として参加することもできます。詳しくは（３）まで個別にお問い合わせください。 

（２）申請期間 

令和６年５月 30日（木）から令和６年６月７日（金）まで 

（３）申請書の提出先 

山形市松波二丁目８－１ 

山形県病院事業局 県立病院課 ＤＸ推進担当 （電話：023-630-3410） 

メールアドレス：ykenbyoアットマーク pref.yamagata.lg.jp 

（４）業務仕様書（案）の交付方法 

関係書類一式は山形県病院事業局 県立病院課において、原則、対面にて交付します。

（データは別途提供） 

 

６ 意見の提出 

（１）提出方法 

４（１）～（５）の意見は、メールで提出してください。メールでの提出が難しい場
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合は、ファイル転送サービス又は記録媒体による提出も可とします。 

（２）提出期限 

令和６年７月 26日（金） 

（３）意見の提出先 

５参加方法（３）申請書の提出先と同じ 

 

７ 質問の提出 

（１）提出方法 

本意見招請について質問のある場合は、「別紙様式３ 質問票」をメールにより提出し

てください。 

（２）質問受付期間 

令和６年５月 30日（木）から令和６年７月 12日（金）まで 

（３）質問票の提出先 

５参加申込み（３）申請書の提出先と同じ 

（４）回答方法 

質問内容及びその回答については、事業者固有の情報を除き、質問のあった事業者名

は開示せず、原則、参加事業者に共有します。 

 

８ 意見に係る中間レビュー 

意見作成の途中段階で、事業者毎に作業状況を説明いただき、後作業の参考になるよう

中間レビューを行います。 

実施日等は参加事業者と個別調整します。 

 

９ 病院内覧 

現行システムの稼働状況や運用を確認し、意見作成の参考としていただくため、３病院

の内覧の機会を設けます。内覧を希望する場合は、「別紙様式２ 参加申請書」にその旨を

回答してください。 

 

10 留意事項 

（１）参加事業者に対して、将来のシステム調達を保証するものではありません。また、

参加の無い事業者を不利益に扱うことはありません。 

（２）山形県病院事業局より開示を受けた情報は、厳に秘密を保持し、意見作成の目的以

外での使用や目的外の第三者への提供を禁止します。 

（３）提出された意見は、当該目的のため３病院で共有します。 

（４）提出された意見について、業務仕様書に反映を約束するものではありません。原則

として、意見採用の可否も連絡いたしません。 

（５）本意見招請に係る経費は、事業者の負担とします。 

（６）提出された意見について、後日、問合せを行う場合があります。 


